
 高齢者世帯へのエアコン設置補助

についてお伺いいたします。 

 気候変動の影響等により、近年、

夏季の気温が極端に上昇しており、

熱中症による救急搬送が年々増加し

ております。特に高齢者は重症化リ

スクが高く、命に関わる深刻な問題

です。 

 昨日のニュースで、９月１日から

７日の１週間における熱中症による

救急搬送人員数が3,776人であると

発表がありました。また、消防庁が

掌握している累計人員数は、9万

3,783人となっています。 

 本市の５月１日から８月17日まで

の熱中症による救急搬送患者情報、

これ７月１日以降は、速報値なんで

すけども、これを基にして作成した

ものが資料２になります。 

 令和６年の搬送者数は69人でした

が、令和７年は107人と1.55倍に増

加しています。特に65歳以上の高齢

者が63人と半数を超えており、その

内訳として40人が自宅で発症。その

うち11人は、エアコンが未設置。

16人は設置されていたが、使用され

ていなかったという事実が明らかに

なっています。 

 なお、今年からは自宅で発症した

場合に限り、エアコンの設置状況や

使用の有無が記録されるようになり

ました。 

 国も近年の猛暑による熱中症労働

災害の増加、特に初期症状の放置や

対応の遅れによる重篤化を防ぐた

め、労働安全衛生規則が改正され、

令和７年６月１日より体制整備、手

順作成、関係者への周知が事業者に

義務づけられました。まさに、命を

守る対策が求められています。 

 そこで、以下４点をお伺いいたし

ます。 

 １つ目、高齢者の熱中症搬送に関

する実態と分析について。 

 令和７年度の本市における年齢層

別の熱中症搬送人数とエアコンの設

置状況に関する分析結果について、

市はどのように把握していますか。

エアコン未設置世帯や、設置されて

いても使用不能な状態のエアコンが

あった高齢者世帯に対して、どのよ

うな対策、支援が可能でしょうか。 

 ２つ目、エアコン設置費助成制度

について。 

 愛南町では、75歳以上の独り暮ら

し、もしくは75歳以上の高齢者のみ

世帯を対象に、エアコンの購入設置

費用の半額、上限は５万円なんです

けども、これを助成する制度を実施

しております。八幡浜市でも同様に

65歳以上の高齢者世帯に対して、市

民税非課税などの要件を満たせば、

最大５万円の助成制度があります。 

 こうした制度によって、高齢者の

屋内での熱中症予防が図られ、命を

守る有効な対策として機能しており

ます。 

 本市においても同様の助成制度を

創設するお考えはありますか。仮に

実施できないとするならば、代替と

なる支援策はありますか。 

 ３つ目、熱中症予防に関する市の

啓発活動と実効性について。 

 熱中症に対する注意喚起や高齢者

への啓発活動はどのように行ってい

ますか。物価高騰、電気代が高いと

いったことで、持っていても使わな

いというケースも多く見られます。

実際にデータからも分かるように、

エアコンを使っていない高齢者がま

だ存在していることに対して、どの

ようにアプローチし、支援につなげ

ていますか。訪問型の相談支援、例

えば民生委員や保健師による見回り



や実地確認などの体制は整っていま

すか。 

 ４つ目、行政、関係機関、民間に

よる連携体制の強化。 

 消防、地域包括支援センター、民

生委員、電気店、工務店等との連携

によって、高齢者世帯へのエアコン

導入や点検をスムーズに行える体制

の構築が必要と考えますが、現状と

今後の展望をお聞かせください。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。久枝福祉部長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

高齢者へのエアコン設置補助につい

てお答えいたします。 

 まず、高齢者の熱中症搬送に関す

る実態と分析についてでございま

す。 

 令和７年度の熱中症による救急搬

送者数は前年に比べ大幅に増加し、

特に65歳以上の高齢者の割合が高

く、中でも自宅での発生が多くなっ

ています。自宅での発生に限り、消

防本部により今年度からエアコンの

設置及び使用の状況について調査し

ており、エアコンが未設置、あるい

は設置されていても使用されていな

かった事例が多いことを確認いたし

ております。 

 エアコン未設置や設置されていて

も使用していない高齢者世帯に対す

る対策、支援といたしましては、エ

アコンの設置や使用を強く推奨する

とともに、熱中症を未然に防ぐため

に地域の見守り、声かけ等の支援が

最も効果的で、その前提として、高

齢者の生活環境を把握することが有

用な取組であると認識いたしており

ます。 

 そのようなことから、地域包括支

援センター、民生委員や介護事業所

など、関係機関との連携を密にし、

熱中症対策等に関する情報共有の充

実を図り、高齢者世帯に対する周知

啓発に努めてまいります。 

 次に、エアコン設置費助成制度に

ついてでございます。 

 エアコン設置費助成制度につきま

しては、財源の確保、対象者の範囲

設定、制度運用の公平性の確保など

解決すべき課題が多く、制度創設は

困難な状況にございますが、省エネ

対策を含めた国や県の補助制度の動

向や県内の他自治体の実施状況を注

視しながら、代替となる支援策を含

め、実現可能な支援の在り方を調査

研究してまいります。 

 次に、熱中症予防に関する市の啓

発活動と実効性についてでございま

す。 

 本市では、市政だよりやホームペ

ージ、ＳＮＳ、さらには地域での健

康講座、保健師等による健康相談な

どを通じ、熱中症の危険性や予防行

動の啓発を継続的に行っており、今

年度は民生委員、老人クラブ等の関

係機関を通じて、高齢者のための熱

中症対策リーフレットを配布し、周

知に努めております。 

 使用を控える方々に対しまして

は、単なる周知にとどまらず、個別

の生活環境に応じた地域の身近な

人々による直接的な見守りや声かけ

支援等が重要であると認識いたして

おります。 

 訪問型の相談支援につきまして

は、地域包括支援センターや民生委

員、見守り推進委員等による見守り

活動、総合相談支援活動の中でより

きめ細やかな相談支援となるよう努

めてまいります。 

 次に、行政、関係機関、民間との

連携体制の強化についてでございま

す。 



 現在、地域包括支援センター、民

生委員、見守り推進委員、介護事業

所などが連携し、高齢者の見守りや

緊急時の対応、相談支援を行ってい

るほか、高齢者見守りネットワーク

事業において、電気・水道事業者と

も協定を結び、日常的に高齢者と接

点を持つ事業者等が異変を確認した

際は、市へ通報が入り、迅速に安否

確認等を行える体制を構築いたして

おります。 

 エアコンの導入等の支援体制とい

たしましては、熱中症対策における

高齢者の実情に即した支援の仕組み

として有効であると認識いたしてお

りますが、まずは高齢者への周知啓

発を柱として取組を進め、高齢者の

命を守るための熱中症対策に努めて

まいります。 

○議長（田窪秀道） 加藤昌延議

員。 

○５番（加藤昌延）（登壇） 御答

弁ありがとうございます。 

 要望といたしまして、熱中症は予

防できる災害と言われていますが、

対応が遅れると命を奪う危険な症状

です。特に高齢者や経済的に困窮し

た世帯では、エアコンの購入や使用

をためらうケースもあり、行政の積

極的な支援が求められています。高

齢者の命と健康を守るために、本市

としてもエアコン設置助成制度の創

設を前向きに御検討いただきたいと

強く要望いたします。 

 また、今後の気候変動に対応した

危機管理の観点からも、福祉施策と

して熱中症対策の強化をお願いいた

します。 


